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秋田工業高等専門学校学則 

第１章 本校の目的 

（目的） 

第１条 本校は，教育基本法（昭和22年法律第25号）の精神にのっとり，及び学校教育法 

（昭和22年法律第26号）に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成す

ることを目的とする。 

第２章 修業年限，学年，学期，休業日及び授業終始の時刻 

（修業年限及び在学期間） 

第２条 修業年限は，５年とする。ただし，１０年を超えて在学することができない。 

２  再入学及び転入学した者の退学及び転入学前の在学期間は，前項に定める修業年限及び在

学期間に算入する。 

（学年） 

第３条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第４条 学年を分けて，前期と後期の２学期とする。 

２ 前項に規定する学期の終始は，校長が別に定める。 

（休業日） 

第５条 休業日は，次のとおりとする。ただし，特別の必要があるときは，校長は，これ

らの休業日を授業日に振り替えることがある。 

⑴ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

⑵ 日曜日及び土曜日

⑶ 開校記念日 ４月18日

⑷ 春季休業

⑸ 夏季休業

⑹ 冬季休業

⑺ 学年末休業

２ 前項第四号から第七号に規定する休業日の終始及び，臨時の休業日は，校長がそのつど定

める。 

（授業終始の時刻） 

第６条 授業終始の時刻は，校長が別に定める。 

第３章 学科，学級数，入学定員及び教職員組織 

（学科，学級数，入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 
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学 科 学 級 数 入 学 定 員 

創造システム工学科 4 160 人 

２ 前項に規定する学科に，第２学年から次の系を，第４学年から次のコースを設ける。 

系 * ー ス 

機 械 系 
機械システムコース 

知能機械コース 

電気・電子・情報系 
電気エネルギーシステムコース 

情報・通信ネットワークコース 

物 質 ・ 生 物 系 
マテリアル・プロセス工学コース

バイオ・アグリ工学コース 

土 木 ・ 建 築 系 
国土防災システムコース 

空間デザインコース 

（学科の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的） 

第７条の２ 学科の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的は次のとおりとする。 

「学際領域を含めて高度な知識を有しており，技術課題に対して最善な解決策を提案 

し，それを実現してゆく創造性豊かな技術者」の育成を目指し，以下のような技術者の育成

を目的とする。 

⑴ 豊かな人間性を備え，多様な価値観を理解し，技術者として責任ある行動がとれ

る。 

⑵ 自然科学および工学基礎について専門的な知識と技術を有する。

⑶ 自主的に学び，自ら問題を発見・解決する能力を備え，協働して物事に取り組むことが

できる。 

⑷ コミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を身に付け，グローバルな

視野で物事を考えることができる。 

⑸ 専門知識，融合複合領域の知識を統合し，創造力を組み合わせて問題を解決することが

できる。 

（教職員組織） 

第８条 本校に，校長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。 

２ 教職員の職務は，学校教育法その他法令で定めるところによる。 

（主事） 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 主事の職務については，別に定める。 

（事務部） 

第10条 本校に，事務を処理するため，事務部を置く。 

（内部組織） 

第11条 前２条に規定するもののほか，本校の内部組織は別に定めるところによる。 
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第４章 教育課程等 

（１年間の授業期間） 

第12条 １年間の授業を行う期間は，到達度試験等の期間を含め35週にわたることを原則と

する。 

（教育課程） 

第13条 授業科目及びその単位数は，別表第１，別表第２，別表第３，別表第４及び別表第

５のとおりとする。 

２ 履修方法については，別に定める。 

３ 各授業科目の単位数は，30単位時間（１単位時間は，標準50分とする。）の履修を１ 単

位として計算するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず，本校が定める授業科目については，１単位の授業科目を45時間の

学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業によ

る教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算すること

ができる。 

⑴ 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で本校が定める時間の授業を

もって１単位とする。 

⑵ 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で本校が定める時間の授業

をもって１単位とする。 

５ 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は，60単位を超えないも

のとする。 

６ 前３項の規定にかかわらず，卒業研究，卒業製作等の授業科目については，これらの学修の

成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には，これらに必要な学

修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

（他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第13条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が他の高等専門学校において履修した授

業科目について履修した単位を，60単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修によ

り修得したものとみなすことができる。 

第13条の３ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学，短期大学における学修その

他文部科学大臣が別に定める学修を，本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認

定することができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみなす

単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

３ 第１項に関し，必要な事項は別に定める。 

（学年課程の修了又は卒業の認定） 

第14条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては，学生の平素の成績等を評価し

て行うものとする。 
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２ 成績の評価及び課程修了の認定については，別に定めるところによる。

第15条 削除 

 
第５章 入学，転科，休学，退学，転学及び卒業 

（入学資格） 

第16条 入学することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

⑴ 中学校を卒業した者 

⑵ 義務教育学校を卒業した者 

⑶ 中等教育学校の前期課程を修了した者 

⑷ 外国において，学校教育における９年の課程を修了した者 

⑸ 文部科学大臣の指定した者 

⑹ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

⑺ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和41年文部省令第36号）によ

り，中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

⑻ その他相当年齢に達し，本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学者の選抜及び入学許可） 

第17条 校長は，入学志願者について学力検査の成績，出身学校の長から送付された調査書その

他必要な書類等を資料として入学者の選抜を行う。 

２ 校長は，前項の選抜の結果に基づき，第28条に規定する入学料を納付した者に対して入学を

許可する。ただし，入学料の免除又は徴収猶予の申請書を受理された者にあっては， 入学を

許可することができる。 

（年度途中の入学，修了及び卒業） 

第17条の２ 校長は特別の必要があり，かつ，教育上支障がないときは，第３条に規定する学年

の途中においても，学期の区分に従い，入学を許可し，並びに各学年の修了及び卒業を認め

ることができる。 

（編入学の許可） 

第18条 第１学年の途中又は第２学年以上に入学を許可される者は，相当年齢に達し，当該学年

に在学する者と同等以上の学力があると認められ，かつ，定員と在学学生数を考慮し教育上

支障がないときは，相当学年に入学を許可することがある。 

（入学手続） 

第19条 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書及び校長が定めた書類を提出しな

ければならない。 

（転科） 

第20条 転科を希望する者があるときは，校長は転科を許可することがある。 

（休学） 
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第21条 学生は，疾病その他やむを得ない理由により，３か月以上継続して修学することが

できないときは，校長の許可を受けて，休学することができる。 

（休学期間） 

第22条 休学の期間は，１年以内とし，当該学年末までする。ただし，特別の理由がある

場合は，校長の許可を受けて，休学期間を延長することができる。 

２ 休学の期間は，通算して５年を超えることができない。 

３ 休学の期間は，第２条に規定する修業年限及び在学期間に算入しない。 

（復学） 

第23条 休学した者は，休学の理由がなくなったときには，校長の許可を受けて復学するこ

とができる。 

（出席の停止） 

第24条 学生に伝染病その他の疾病があるときは，校長は，出席停止を命ずることがある。 

（退学及び再入学） 

第25条 学生は，疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは，校長の許可

を受けて，退学することができる。 

２ 校長は，前項の規定により退学した者で再入学を希望する者があるときは，学力検査及び

面接を実施し，選考の上，相当学年に入学を許可することがある。 

（他学校への入学） 

第26条 他の学校に入学，転学又は編入学を希望しようとする者は，校長の許可を受けなけ

ればならない。 

（外国留学） 

第26条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が外国の高等学校又は大学に留学するこ

と及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することを許可す

ることができる。 

２ 校長は，前項の規定により許可された学生について，外国の高等学校又は大学における履修

（外国の大学が行う通信教育を我が国において履修する場合を含む）を本校における履修と

みなし，第13条の２及び第13条の３により本校において修得したものとみなす単位数と合わ

せて60単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。 

３ 校長は，前項の規定により単位の修得を認定された学生について，学年の途中においても，

各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

４ 前３項に関し，必要な事項は別に定める。 

（卒業及び称号） 

第27条 全学年の課程を修了した者には，校長は，所定の卒業証書を授与する。 

２ 卒業した者は，準学士と称することができる。 

 
 

第６章 入学検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（入学検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額） 
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第28条 入学検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額については，独立行政法人国立高等専門学

校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第35号）に定めるところに

よる。 

（入学検定料） 

第29条 入学を志望する者は，願書提出と同時に，入学検定料を納付しなければならない。 

（授業料） 

第30条 学生は，授業料年額を前期及び後期の２期に区分して納付するものとし，それぞれの期

において納付する額は，年額の２分の１に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては４月，後期にあっては10月に納付するものとする。 

３ 第２項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収するとき

に，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

４ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項及び第２項の規定にかか

わらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収することが

できるものとする。 

（中途入学者の授業料） 

第31条 学年の中途において入学した者が前期又は後期において納付する授業料の額は，授業料

の年額の12分の１に相当する額に入学の日の属する月から次の納付の時期前までの月数を乗

じて得た額とし，入学の日の属する月の末日までに納付するものとする。 

（中途退学者の授業料） 

第32条 学年の中途で退学する者は，退学する日の属する時期が前期であるときは授業料の年額

の２分の１に相当する額の授業料を，退学する日の属する時期が後期であるときは授業料の

年額に相当する額の授業料をそれぞれ納付するものとする。 

（寄宿料） 

第33条 寄宿舎に入舎している学生は，入舎した日の属する月から退舎する日の属する月ま

での間，寄宿料を納付するものとする。 

（入学料，授業料及び寄宿料の免除） 

第34条 入学前１年以内において，入学する者の学資を主として負担している者（以下「学

資負担者」という。」が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害

を受けた場合その他やむを得ない理由により入学料の納付が著しく困難であると認められ

る場合は，入学料の全額又は半額を免除することがある。 

２ 経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合又は休学，

死亡等その他やむを得ない理由があると認められる場合は，授業料の全額又は一部を免除す

ることがある。 

３ 風水害等の災害を受けたことにより，寄宿料の納付が困難であると認められる場合には，

寄宿料の全額を免除することがある。 

４ 前３項に関し必要な事項は，別に定める。 
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（入学料及び授業料の徴収猶予） 

第34条の２ 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認

められる場合，入学前１年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは学

資負担者が風水害等の災害を受け，納付期限までに納付が困難であると認められる場合及び

その他やむを得ない理由があると認められる場合は，入学料の徴収を猶予することがある。 

２ 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる

場合，学生が行方不明の場合，学生又は学資負担者が災害を受け納付が困難であると認めら

れる場合及びその他やむを得ない理由があると認められる場合は，授業料の徴収を猶予する

ことがある。 

３ 前２項に関し必要な事項は別に定める 

（納付した入学検定料等） 

第35条 納付済みの入学検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，返還しない。ただし，第

30条第４項の規定により納付した授業料については，当該授業料を納付した者が入学年度

の前年度の３月31日までに入学を辞退したときは，その者の申し出により当該授業料相当

額を返還する。 

 
第７章 学生準則，賞罰及び除籍 

（学生準則） 

第36条 学生は，この学則に定めるもののほか，別に定める秋田工業高等専門学校学生準則 

（昭和42年規則第１号）を遵守しなければならない。 

（表彰） 

第37条 学生として表彰に値する行為があるときは，表彰することがある。 

（懲戒） 

第38条 教育上必要があるときは，学生に退学，停学，訓告その他の懲戒を加えることが

ある。ただし，退学は，次の各号の一に該当する者について行うものとする。 

⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

⑶ 正当の理由がなくて出席常でない者 

⑷ 学校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

２ 停学の期間は，在学期間および修業年限に算入する。 

（除籍） 

第39条 次の各号の一に該当する者は，校長がこれを除籍する。 

⑴ 長期間にわたり行方不明の者 

⑵ 第22条に規定する休学期間を超えて，なお就学できない者 

⑶ 第２条に規定する在学期間を超えた者 

⑷ 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 
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⑸ 第17条第２項に規定する入学料免除の申請書を受理され，免除を不許可とされた者及び

半額免除の許可をされた者で，所定の期日までに入学料を納付しない者 

⑹ 第17条第２項に規定する入学料徴収猶予の申請書を受理され，徴収猶予を不許可とされ

た者及び許可された者で，所定の期日までに入学料を納付しない者 

 
第８章 専攻科 

（設置） 

第40条 本校に専攻科を置く。 

（目的） 

第41条 専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，より高度な工業に関する知識及び

技術を教授研究し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者を養成し，もって広

く産業の発展に寄与することを目的とする。 

（各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的） 

第41条の２ 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的は次のとおりとする。 

⑴ 本科等で修得した基礎概念及び専門技術に加え，より専門的な技術の深化及び周辺技術

を融合させるとともに，高いコミュニケーション能力を身につけ，技術者としてグローバル

な視野をもって様々なローカルな地で活躍できる人材の養成 

⑵ 複数の領域をまとめる総合力，異分野との境界領域に見出されるデザイン思考,予測不

可能なことへの適応能力を備え，技術者倫理と危機管理を理解し，修得した高度で実践

的な知識と技術を背景に，既存技術の転換や革新的な技術を開発できる人材の養成 

⑶ 修得した知識と技術を活用して課題を発掘しこれに取組み，個人だけでなく他者との

協同によって最良の解決策を導出できる人材の育成 

（専攻及び入学定員） 

第42条 専攻科の専攻及び入学定員は，次のとおりとする。

グローバル地域創生工学専攻１６人 

（入学資格） 

第43条 専攻科に入学することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

⑴ 高等専門学校を卒業した者 

⑵ 短期大学を卒業した者 

⑶ 専修学校の専門課程を修了した者のうち，学校教育法第132条の規定により大学に編

入学することができる者 

⑷ 外国において，学校教育における14年の課程を修了した者 

⑸ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における14年の課程を修了した者 

⑹ 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 

14年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育 
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制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

⑺ その他専攻科において，高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学者の選考及び入学許可） 

第44条 校長は，入学志願者に対して，別に定めるところにより選考の上，入学を許可す

る。 

（修業年限及び在学期間） 

第45条 専攻科の修業年限は，２年とする。ただし，４年を超えて在学することができない。 

（休学の期間） 

第46条 専攻科学生の休学期間は，２年を超えることができない。 

２ 休学の期間は，第45条及び第48条第１項に定める在学期間に算入しない。 

（教育課程） 

第47条 開設する授業科目及びその単位数は，別表第６のとおりとする。 

２ 履修方法については，別に定める。 

（修了） 

第48条 専攻科に２年以上在学し，所定の授業科目を履修し，62単位以上を修得した者につ

いて，修了を認定する。 

２ 校長は，修了を認定した者に対し，所定の修了証書を授与する。 

（準用規定） 

第49条 専攻科学生については，第３条から第６条まで，第12条，第13条の３第１項，第 

19条，第21条，第23条から第25条まで，第26条の２第１項，第28条から第34条まで，第 

36条から第39条第１号まで，第39条第３号から第６号までの規定を準用する。この場合

において，第26条の２第１項中「外国の高等学校又は大学」とあるのは，「外国の大 

学」と，第39条第３号中「第２条」とあるのは，「第45条」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第50条 本章の定めのほか，専攻科に関し必要な事項は，別に定める。 

 
 

第９章 図書館 

（図書館） 

第51条 本校に図書館を置く。 

２ 図書館の運営その他必要な事項は，別に定める。 

 
 

第10章 センター等 

（情報処理センター） 

第52条 本校に情報処理センターを置く。 
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２ 情報処理センターの運営その他必要な事項は，別に定める。 

（地域共同テクノセンター） 

第52条の２ 本校に地域共同テクノセンターを置く。 

２ 地域共同テクノセンターの運営その他必要な事項は，別に定める。

第52条の３ 削除 

（技術教育支援センター） 

第52条の４ 本校に技術教育支援センターを置く。 

２ 技術教育支援センターの運営その他必要な事項は，別に定める。 

 
 

第11章 寄宿舎 

（寄宿舎） 

第53条 本校に寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎の運営その他必要な事項は，別に定める。 

 
 

第12章 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生 

（研究生） 

第54条 本校において，特定の専門事項に関し研究を志望する者があるときは，本校の教育

研究に支障がない場合に限り選考の上，研究生として入学を許可することがある。 

（聴講生） 

第55条 本校において，特定の授業科目について聴講を志願する者があるときは，本校の教

育に支障がない場合に限り選考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

（特別聴講学生） 

第55条の２ 本校において，特定の授業科目を履修することを志願する他の高等専門学校， 

大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生があるときは，当該高等

専門学校，大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）との協議に基づき， 

特別聴講学生として入学を許可することがある。 

（科目等履修生） 

第55条の３ 本校において，特定の授業科目について履修することを志願する者があるとき

は，本校の教育に支障がない場合に限り選考の上，科目等履修生として入学を許可することがあ

る。 

２ 科目等履修生には単位を与えることができる。 

第56条 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生に関し必要な事項は，別に定め

る。 

 
第13章 外国人留学生 

（外国人留学生） 
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第57条 外国人で工業高等専門学校において教育を受ける目的をもって入国し，本校に入学を志

願する者があるときは，特別に選考の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

 
 

第14章 公開講座 

（公開講座） 

第58条 本校に公開講座を開設することがある。 

２ 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 

 
 

第15章 雑則 

（雑則） 

第59条 この学則の施行に際し，必要な事項は，校長が別に定める。 

 
 

第16章 改廃 

（改廃） 

第60条 この学則の改廃は，校長が行う。 

 
附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３１日に置かれている電気工学科は，改正後の第７条の規定にかかわら

ず，平成１５年度以前に当該学科に入学した者が，当該学科に在学しなくなるまでの間， 

存続するものとする。 

 
 

附 則 

この学則は，平成１８年３月３日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

 

 

附 則 

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年度の第４学年及び第５学年の教育課程における各学科の学修単位の授業科目

及びその単位数は，附則別表のとおり定める。 

附 則 

１ この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度の第４学年及び第５学年の教育課程における各学科の学修単位の授業科目

及びその単位数は次のとおりとする。 
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附 則 

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度の第４学年及び第５学年の教育課程における各学科の学修単位の授業科目

及びその単位数は次のとおりとする。 

 
 

附 則 

この学則は，平成２０年１０月１日から施行する。ただし，第２０条の規定は，平成２１ 

年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この学則は，平成22年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この学則は，平成26年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この学則は，平成27年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この学則は，平成28年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この学則は，平成28年７月６日から施行し，平成28年４月１日から適用する。 

 
附 則 

１ この学則は，平成29年４月１日から施行する。 

２ この学則第７条第１項の規定にかかわらず，第１条に規定する目的を達成するため，本校

に次の学科を置く。 

⑴ 機械工学科 

⑵ 電気情報工学科 

⑶ 物質工学科 

⑷ 環境都市工学科 

３ 前項に掲げる学科の教育目標は，次のとおりとする。 

⑴ 機械工学科は，機械工業のみならず一般産業を含めた広い分野において科学技術の進展

に対処できる実践的機械系技術者の養成 

⑵ 電気情報工学科は，電気・電子・情報技術を中心として産業界の様々な分野で活躍でき

る実践的電気情報系技術者の養成 
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⑶ 物質工学科は，物質に関する化学と生物の機能の応用を有機的に結合させ，新しい技術

に対応できる柔軟な思考力と応用力を持つ実践的化学系技術者の養成 

⑷ 環境都市工学科は，土木・建築技術を基に，社会基盤や都市建設の計画，設計，施

工，維持管理を自然環境や防災，景観に配慮しながら行うことにより，社会の持続可能な

発展に貢献することのできる実践的建設系技術者の養成 

４ 第２項に規定する学科は，平成29年３月31日に当該学科に在学する者及び平成31年度までに

編入学した者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

５ 平成29年度において，第２学年以上（平成30年度以降平成32年度までは，学年進行により

１学年ずつ加える）に在学する者に係る学科，学級数，学年毎の授業科目並びにその開設

単位数及び履修単位数については，第７条及び別表第１から別表第５の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

６ 第20条の規定は，創造システム工学科在籍者に適用しない。 

 
附 則 

この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この学則は，令和３年６月２日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 
 

附 則 

１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この学則第４２条の規定にかかわらず，第１条に規定する目的を達成するため，本校の

専攻科に次の専攻を置く。 

⑴ 生産システム工学専攻８人 

⑵ 環境システム工学専攻８人 

３ 前項に掲げる学科の教育目標は，次のとおりとする。 

⑴ 生産システム工学専攻は，複合領域分野や高度情報化社会における先端技術の開発や技

術移転にも対応できる機械・電気情報システム工学の「総合力・システム思考能力を有する

創造性豊かな技術者」の養成 

⑵ 環境システム工学専攻は，自己の専門領域を超え，環境への影響に配慮しつつ先端技術

に柔軟に対応できるスキルを身につけた物質・環境システム工学の「総合力・システム思考

能力を有する創造性豊かな技術者」の養成 

４ 第２項に規定する専攻科の専攻は，令和４年３月31日に当該専攻に在学する者が当該専

攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 
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５ 第２項に規定する専攻に令和４年度以降在学する者の授業科目並びにその開設単位数及び

履修単位数については，第４２条及び別表第６の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

 

附 則 

１ この学則は，令和５年６月７日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

２ 令和５年度及び令和６年度の第３学年の教育課程における各系の学修単位の授業科目及び

その単位数は，附則別表第２から第５のとおり定める。 

 

附 則 

この学則は，令和６年９月４日から施行する。 

 

附 則  

この学則は，令和７年２月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  

附 則  

１ この学則は，令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度以前の入学者については，改正後の別表第１の規定に関わらず，なお従前の例 

による。ただし，令和６年度入学者における別表第１の授業科目「人類史Ⅰ」及び「人類史Ⅱ」 

は，「地理」及び「人類史」にそれぞれ読み替える。 

 

附 則  

この学則は，令和７年12月24日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

附 則  

１ この学則は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和７年度以前の入学者については，改正後の別表第５の規定に関わらず，なお従前の例 

による。 
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附則別表 

 

 

学 科 

 
第４学年 

 
第５学年 

授業科目 単位数 授業科目 単位数 

機械工学科 水力学 ２単位 計算力学 ２単位 

工業熱力学 ２単位 制御工学 ２単位 

電子工学 １単位 機械力学 １単位 

材料学 １単位 流体機械 １単位 

計測工学 １単位 内燃機関 １単位 

電気情報工学科 電気磁気学Ⅱ ２単位 制御工学Ⅱ ２単位 

電気回路Ⅲ １単位 工業英語 １単位 

制御工学Ⅰ ２単位 電気通信 １単位 

半導体工学 ２単位 計算機応用 ２単位 

電子回路Ⅰ ２単位 電気法規 １単位 

物質工学科 物理化学 ２単位 無機工業化学 ２単位 

化学工学 ２単位 有機工業化学 ２単位 

化学熱力学 ２単位 有機材料工学 ２単位 

無機材料工学 ２単位 反応工学 （物質コース） ２単位 

有機合成化学(物質コース) ２単位 遺伝子工学 ２単位 

応用微生物学 ２単位 タンパク質工学 （生物コ

ース) 

２単位 

生物化学工学(生物コース) ２単位   

環境都市工学科 

 

 

 

 

環境水理学 ２単位 都市計画 ２単位 

地盤工学 ２単位 測量学 １単位 

鋼構造学 ２単位 都市環境工学 １単位 

環境衛生工学 ２単位   

建築史 ２単位   

環境都市デザイン論 ２単位   

鉄筋コンクリート構造学 １単位   
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別表第１
一般科目教育課程

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年
国 語 Ⅰ Ａ 2 2
国 語 Ⅰ Ｂ 2 2
国 語 Ⅱ 2 2
国 語 Ⅲ 2 2 留学生以外に対して開講
日 本 語 表 現 2 2
公 共 社 会 Ⅰ 2 2
公 共 社 会 Ⅱ 1 1
地 理 2 2
人 類 史 2 2 留学生以外に対して開講
科 学 技 術 史 Ⅰ 1 1 留学生以外に対して開講
技 術 者 倫 理 1 1
数 学 Ⅰ Ａ 4 4
数 学 Ⅰ Ｂ 3 3
数 学 Ⅱ Ａ 4 4
数 学 Ⅱ Ｂ 2 2
数 学 Ⅲ Ａ 2 2
数 学 Ⅲ Ｂ 2 2
化 学 Ⅰ 3 3
化 学 Ⅱ 2 2
物 理 Ⅰ 3 3
物 理 Ⅱ 1 1
物 理 Ⅲ 1 1
保 健 体 育 Ⅰ 2 2
保 健 体 育 Ⅱ 2 2
保 健 体 育 Ⅲ 2 2
ス ポ ー ツ 科 学 Ⅰ 1 1
ス ポ ー ツ 科 学 Ⅱ 1 1

1 1
1 1

英 語 Ⅰ Ａ 4 4
英 語 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 Ⅱ Ａ 4 4
英 語 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 Ⅲ 2 2 留学生以外に対して開講
英 語 LL 演 習 1 1 留学生以外に対して開講
英 語 会 話 1 1 留学生以外に対して開講
英 語 Ⅳ 1 1
英 語 Ⅴ 1 1
総 合 英 語 Ⅰ 2 2
総 合 英 語 Ⅱ 2 2

78 25 25 17 7 4
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
8 3 5

2以上
日 本 語 教 育 6 6 留学生に対して開講
機 械 工 学 概 論 3 3 留学生に対して開講(機械系のみ)

電気・電子・情報工学概論 3 3 留学生に対して開講(電気・電子・情報系のみ)

物 質 ・ 生 物 工 学 概 論 3 3 留学生に対して開講(物質・生物系のみ)

土 木 工 学 ・ 建 築 学 概 論 3 3 留学生に対して開講(土木・建築系のみ)

18 18
9 9

25 25 35 7 4 必修科目
3 5 選択科目

25 25 17 7 4 必修科目
選択科目

単　　位
時　　間 １  年 ２  年 ３  年

90 30 30 30

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必

国

語

社

会

修

数

学

理

科

開 設 単 位 小 計
修 得 単 位 小 計

科
体

育

芸 術 Ⅰ
芸 術 Ⅱ

目

外

国

語

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

学 　年 　別　 配 　当
備　　　　　　　　　考

特 別 活 動

2以上

開 設 単 位 合 計 104

修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

選

択

科

目

国 外 事 情
科 学 技 術 史 Ⅱ
上 級 英 語
品 質 管 理 概 論
特 別 講 義 Ⅰ
特 別 講 義 Ⅱ

必
修
科
目

留
学
生
科
目
開 設 単 位 小 計
修 得 単 位 小 計

特別活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［　　］内は物質工学科
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別表第２
（創造システム工学科　機械系　機械システムコース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

3 3

3 3

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

応用数学Ⅰ 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用物理ⅡB 2 2

72 6 10 16 21 19

制御工学Ⅰ 1 1

応用電子工学 1 1

機械力学Ⅱ 2 2

医療福祉工学 2 2

ロボット工学 1 1

先端材料学 1 1

制御工学Ⅱ 2 2

バイオメカニクス 2 2

特別講義Ⅲ 2 2

特別講義Ⅳ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

データマイニング 1 1

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

40 1 3 22 14

15以上

6 10 16 21 19 必修科目
1 3 22 14 選択科目

6 10 16 21 19 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 33 28 23 必修科目

選択科目

基礎電子工学

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

機械製図Ⅰ

機械工作実習Ⅰ

情報処理

電気工学

基礎金属材料学

機械製図Ⅱ

機械力学Ⅰ

材料力学Ⅱ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ製図

機械工作法Ⅰ

機械設計

創造設計製作

機械工作実習Ⅱ

設計製図Ⅰ

工学実験Ⅰ

流体工学Ⅰ

金属材料学

機械工作法Ⅱ

材料力学Ⅰ

融
　
合

熱力学

設計製図Ⅱ

工学実験Ⅱ

計算力学

熱工学

計測工学

応用流体システム工学

流体工学Ⅱ

基礎研究

卒業研究

融合複
合基礎

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

複
　
　
　
合

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 112

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
11以上

4以上
15以上

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上
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別表第２
（創造システム工学科　機械系　知能機械コース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

3 3

3 3

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

応用数学Ⅰ 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用物理ⅡB 2 2

制御工学Ⅰ 1 1

ロボット工学 1 1

72 6 10 16 21 19

金属材料学 1 1

機械工作法Ⅱ 1 1

熱力学 2 2

材料力学Ⅱ 2 2

計測工学 1 1

計算力学 1 1

熱工学 1 1

応用流体システム工学 1 1

流体工学Ⅱ 2 2

特別講義Ⅲ 2 2

特別講義Ⅳ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

データマイニング 1 1

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

40 1 3 22 14

15以上
6 10 16 21 19 必修科目

1 3 22 14 選択科目
6 10 16 21 19 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 33 28 23 必修科目

選択科目

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

機械製図Ⅰ

機械工作実習Ⅰ

設計製図Ⅰ

情報処理

電気工学

基礎金属材料学

機械製図Ⅱ

機械力学Ⅰ

基礎電子工学

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ製図

機械工作法Ⅰ

機械設計

創造設計製作

機械工作実習Ⅱ

基礎研究

工学実験Ⅰ

流体工学Ⅰ

応用電子工学

材料力学Ⅰ

機械力学Ⅱ

医療福祉工学

設計製図Ⅱ

工学実験Ⅱ

先端材料学

制御工学Ⅱ

バイオメカニクス

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 112

卒業研究

融合複
合基礎

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上

複
　
　
　
合

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
11以上

4以上
15以上

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計
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別表第３
（創造システム工学科　電気・電子・情報系　電気エネルギーシステムコース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

3 3

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

9 9

ライフ&アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

制御工学Ⅰ 1 1

ロボット工学 1 1

応用数学Ⅰ 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用物理ⅡB 2 2

72 6 10 14 21 21

アルゴリズム基礎論 1 1

情報ネットワーク概論 1 1

離散数学基礎 2 2

ソフトウェア工学 2 2

組み込みシステム 1 1

コンピュータグラフィクス 1 1

コンピュータシミュレーション 2 2

通信工学 2 2

機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

特別講義Ⅲ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

データマイニング 1 1

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

特別講義Ⅳ 2 2

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

40 1 3 22 14

15以上

6 10 14 21 21 必修科目
1 3 22 14 選択科目

6 10 14 21 21 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 31 28 25 必修科目

選択科目

単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

電気計測

論理回路

電気磁気学

情報処理応用

電気回路Ⅰ

基礎工学実験

電子デバイス工学

基礎電気磁気学

回路網理論

電気情報工学実験Ⅰ

IC応用回路

電気情報工学実験Ⅱ

授　　業　　科　　目

電気回路Ⅱ

電気機器学

コンピュータ基礎

電気情報基礎実験

電子回路

電気機械変換工学

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 112

融合複
合基礎

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

基礎研究

卒業研究

半導体工学

制御システム工学

電力工学

センサ工学

物性工学

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上

複
　
　
　
合

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
11以上

4以上
15以上

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計
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別表第３
（創造システム工学科　電気・電子・情報系　情報・通信ネットワークコース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

3 3

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

9 9

ライフ&アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

データマイニング 1 1

応用数学Ⅰ 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用物理ⅡB 2 2

72 6 10 14 22 20

制御工学Ⅰ 1 1

電気機械変換工学 2 2

半導体工学 2 2

制御システム工学 1 1

電力工学 2 2

センサ工学 2 2

物性工学 2 2

機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

特別講義Ⅲ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

特別講義Ⅳ 2 2

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

39 1 3 21 14

15以上

6 10 14 22 20 必修科目
1 3 21 14 選択科目

6 10 14 22 20 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 31 29 24 必修科目

選択科目

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

電気計測

論理回路

電気磁気学

情報処理応用

電気回路Ⅰ

基礎工学実験

電子デバイス工学

基礎電気磁気学

通信工学

電気回路Ⅱ

電気機器学

コンピュータ基礎

電気情報基礎実験

電子回路

卒業研究

融合複
合基礎

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

回路網理論

基礎研究

電気情報工学実験Ⅰ

IC応用回路

電気情報工学実験Ⅱ

アルゴリズム基礎論

情報ネットワーク概論

離散数学基礎

ソフトウェア工学

組み込みシステム

コンピュータグラフィクス

コンピュータシミュレーション

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 111

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
11以上

15以上

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

融
　
　
　
合

複
　
　
　
合

4以上

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上
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別表第４
（創造システム工学科　物質・生物系　マテリアル・プロセス工学コース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

2 2

3 2 1

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

応用数学Ⅰ 2 2

応用物理ⅡＡ 1 1

環境材料工学 1 1

72 6 10 15 20 21

分子生物学 2 2

生物有機化学 2 2

バイオ工学 2 2

発酵醸造学 1 1

アグリサイエンス 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

特別講義Ⅲ 2 2

特別講義Ⅳ 2 2

データマイニング 1 1

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

39 1 3 22 13

15以上
6 10 15 20 21 必修科目

1 3 22 13 選択科目
6 10 15 20 21 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 32 27 25 必修科目

選択科目

総合化学実験

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

分析化学

有機化学

天然物化学

無機化学

基礎物理化学

生物化学

基礎化学工学

マテリアル工業化学Ⅰ

分析化学実験

有機化学実験

生物工学実験

化学工学

物理化学Ⅰ

物理化学Ⅱ

生物化学工学

エネルギープロセス工学

環境複合材料

高分子化学

応用物理化学

融合複
合基礎

マテリアル工業化学Ⅱ

エンジニアリング化学実験

プロセスデザイン実験

無機材料化学

有機合成化学Ⅰ

有機合成化学Ⅱ

高分子材料

マテリアルサイエンス

基礎研究

卒業研究

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

複
　
　
　
合

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 111

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
8以上

7以上
15以上
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別表第４
（創造システム工学科　物質・生物系　バイオ・アグリ工学コース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年

2 2

2 2

2 2

2 2

3 2 1

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

応用数学Ⅰ 2 2

応用物理ⅡＡ 1 1

生態工学 1 1

72 6 10 15 19 22

無機材料化学 2 2

有機合成化学Ⅰ 2 2

有機合成化学Ⅱ 1 1

高分子材料 2 2

マテリアルサイエンス 2 2

応用数学Ⅱ 2 2

応用数学Ⅲ 1 1

機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

国土防災システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

環境工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

建築デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

都市デザイン概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

特別講義Ⅲ 2 2

特別講義Ⅳ 2 2

データマイニング 1 1

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

39 1 3 22 13

15以上
6 10 15 19 22 必修科目

1 3 22 13 選択科目
6 10 15 19 22 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 35 32 26 26 必修科目

選択科目

総合化学実験

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

分析化学

有機化学

天然物化学

無機化学

基礎物理化学

生物化学

基礎化学工学

マテリアル工業化学Ⅰ

分析化学実験

有機化学実験

生物工学実験

化学工学

物理化学Ⅰ

物理化学Ⅱ

生物化学工学

エネルギープロセス工学

環境複合材料

高分子化学

応用物理化学

融合複
合基礎

マテリアル工業化学Ⅱ

エンジニアリング化学実験

プロセスデザイン実験

分子生物学

生物有機化学

バイオ工学

発酵醸造学

アグリサイエンス

基礎研究

卒業研究

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

複
　
　
　
合

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
17以上

15以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 111

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
8以上

7以上
15以上
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別表第５
（創造システム工学科　土木・建築系　国土防災システムコース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2
2 2
1 1
2 2
9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2
応用物理Ⅰ 2 2
応用数学Ⅰ 2 2
応用物理ⅡＡ 1 1
環境材料工学 1 1
生態工学 1 1

75 6 12 20 24 13

空間デザイン演習Ⅰ 1 1

空間デザイン演習Ⅱ 1 1
建築環境工学 2 2
建設設備 2 2
河川防災工学 2 2
交通システム工学 1 1
空間デザイン演習Ⅲ 1 1
耐震工学 1 1
構造力学Ⅳ 1 1
構造設計 1 1
機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
特別講義Ⅲ 2 2
応用数学Ⅱ 2 2
電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
特別講義Ⅳ 2 2
半導体工学概論 2 2
イノベーションスタート 1 1
データマイニング 1 1
電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
応用数学Ⅲ 1 1
熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可
自主探究 1 1
校外実習基礎Ａ 1 1
校外実習基礎Ｂ 2 2
校外実習Ａ 1 1
校外実習Ｂ 2 2

43 1 3 24 15

12以上

6 12 20 24 13 必修科目

1 3 24 15 選択科目

6 12 20 24 13 必修科目

－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目

25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 37 37 31 17 必修科目

選択科目

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論
基礎工作実習
情報基礎
測量学Ⅰ
建設材料学Ⅰ

建築デザイン演習Ⅳ

建築デザイン演習Ⅰ
建築デザイン演習Ⅱ
建築デザイン演習Ⅲ
測量実習Ⅰ
建築史
構造力学Ⅰ
建築一般構造学
水理学Ⅰ
地盤工学Ⅰ
測量学Ⅱ
建設材料学Ⅱ

地盤工学Ⅱ

建築デザイン演習Ⅴ
測量実習Ⅱ
土木・建築系実験実習Ⅰ
構造力学Ⅱ
建設法規
建築計画Ⅰ
建築計画Ⅱ
構造力学Ⅲ
鉄筋コンクリート工学
上水道工学
水理学Ⅱ

地盤工学Ⅲ
鋼構造学
土木・建築系実験実習Ⅱ
都市計画
都市環境工学
建設施工
基礎研究
計画数理
環境アセスメント
卒業研究

4以上

12以上

融合複
合基礎

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

12以上

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

複
　
　
　
合

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
14以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 118

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
8以上
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別表第５
（創造システム工学科　土木・建築系　空間デザインコース）

１  年 ２  年 ３  年 ４  年 ５  年
2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

9 9

ライフ＆アースサイエンス 2 2

応用物理Ⅰ 2 2

応用数学Ⅰ 2 2

応用物理ⅡＡ 1 1

データマイニング 1 1

75 6 12 20 25 12

上水道工学 2 2

地盤工学Ⅲ 1 1

都市環境工学 1 1

構造設計 1 1

構造力学Ⅳ 1 1

環境アセスメント 2 2

河川防災工学 2 2

空間デザイン演習Ⅲ 1 1

耐震工学 1 1

応用数学Ⅱ 2 2

特別講義Ⅲ 2 2

特別講義Ⅳ 2 2

機械システム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

知能機械工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

情報工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

物質工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

電気材料工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

応用化学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

半導体工学概論 2 2

イノベーションスタート 1 1

応用数学Ⅲ 1 1

電気エネルギーシステム概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

材料計測工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

熱・流体工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

医療・福祉工学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

通信ネットワーク概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

微生物学概論 1 1 4年次又は5年次で選択可

自主探究 1 1

校外実習基礎Ａ 1 1

校外実習基礎Ｂ 2 2

校外実習Ａ 1 1

校外実習Ｂ 2 2

41 1 3 22 15

12以上
6 12 20 25 12 必修科目

1 3 22 15 選択科目
6 12 20 25 12 必修科目
－ － － 融合選択科目
－ － 複合選択科目

選択科目
25 25 17 7 4 必修科目

選択科目

31 37 37 32 16 必修科目

選択科目

授　　業　　科　　目 単  位  数
学　　　年　　　別　　　配　　　当

備      考

必
　
　
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

工学概論

基礎工作実習

情報基礎

測量学Ⅰ

建設材料学Ⅰ

建築デザイン演習Ⅳ

建築デザイン演習Ⅰ

建築デザイン演習Ⅱ

建築デザイン演習Ⅲ

測量実習Ⅰ

建築史

構造力学Ⅰ

建築一般構造学

水理学Ⅰ

地盤工学Ⅰ

測量学Ⅱ

建設材料学Ⅱ

鋼構造学

建築デザイン演習Ⅴ

測量実習Ⅱ

土木・建築系実験実習Ⅰ

構造力学Ⅱ

建設法規

建築計画Ⅰ

建築計画Ⅱ

構造力学Ⅲ

鉄筋コンクリート工学

水理学Ⅱ

地盤工学Ⅱ

卒業研究

土木・建築系実験実習Ⅱ

都市計画

空間デザイン演習Ⅰ

空間デザイン演習Ⅱ

建築環境工学

建設設備

建設施工

基礎研究

計画数理

交通システム工学

融合複
合基礎

融
　
合

修 得 （ 開 設 ） 単 位 小 計

融
　
　
　
合

選

択

科

目

開 設 単 位 小 計

修 得 単 位 小 計

複
　
　
　
合

12以上

専 門 科 目 開 設 単 位 合 計 116

専 門 科 目 修 得 単 位 合 計 87以上
8以上

12以上
4以上

一 般 科 目 修 得 単 位 合 計 80以上
2以上

修 得 単 位 合 計 167以上
14以上24



秋田工業高等専門学校学生準則 

 

   第１章 誓約書及び保護者等 

第１条 学生は，秋田工業高等専門学校学則（昭和39年規則第１号），学生準則その他の

規則を遵守し，本校学生としての本分を全うするよう常に心がけなければならない。 

第２条 入学を許可された者は，所定の期日までに様式第１号により，本人の在学中におけ

る保護者等と連署した誓約書を提出しなければならない。 

第３条 保護者等は，独立の生計を営む成年者で，次の各号のいずれにも該当しないもので

なければならない。 

 ⑴ 禁固以上の刑に処せられた者 

 ⑵ 破産者でいまだ復権しない者 

 ⑶ 成年被後見人及び被保佐人 

第４条 保護者等が死亡し，又は資格を失った場合は，直ちに新しい保護者等を，様式第２

号により校長に提出しなければならない。 

 

   第２章 学生証 

第５条 学生は，毎学年の始め本校において交付する学生証を常に携帯し，本校職員の

請求があったときは，いつでもこれを提示しなければならない。 

第６条 学生証は，その有効期間を終了したとき又は退学するときには，校長に返納しなけ

ればならない。 

第７条 学生証を紛失し，又はき損したときは直ちに校長に届け出て，様式第３号による学

生証再交付願を提出し，再交付を受けなければならない。 

 

   第３章 休学・退学・欠席等 

第８条 学生は，疾病その他の理由により継続して３か月以上修学することができない見込

みのときは，医師の診断書又は詳細な理由書を添え，学級担任教員を経て様式第４号によ

る休学願を校長に提出して，その許可を受けなければならない。 

第９条 休学した者が休学の理由がなくなったことにより復学しようとするときは，様式第

５号による復学願を校長に提出して，その許可を受けなければならない。この場合，疾病

により休学した者は，医師の診断書を添えるものとする。 

第10条 学生が退学しようとするときは，様式第６号による退学願を学級担任教員を経て校

長に提出して，その許可を受けなければならない。 

第11条 学生は，改姓その他一身上の異動があったときは，直ちに様式第７号による身上異

動届を学級担任教員を経て校長に提出しなければならない。 

第12条 学生が住居を変更したときは，直ちに様式第８号による住居変更届を学級担任教員

を経て校長に提出しなければならない。 

第13条 学生が欠席，欠課，遅刻又は早退をしようとするときは，事前に理由を明記し

て，学級担任教員を経て，様式第９号による欠席（欠課，遅刻，早退）届を校長に提出
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しなければならない。ただし，やむを得ない理由により事前に提出できないときは，その

理由を明記して事後直ちに提出しなければならない。 

２ 疾病のため引き続いて１週間以上欠席するときは，医師の診断書を添えるものとする。 

第14条 父母近親の喪に服するときは，様式第10号による忌引願を学級担任教員を経て校長

に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 忌引の期間は，父母７日，祖父母・兄弟姉妹３日，伯叔父母・曾祖父母１日とする。 

 

   第４章 服装 

第15条 学生は，登校時には本校制定の制服または制服に準ずる学生らしい清楚な服装を

し，本校学生として体面を失わないようにしなければならない。 

２ 制服及び徽章の制式については，別に定める。 

 

   第５章 健康診断等 

第16条 学生は，毎年の定期又は臨時の健康診断及び予防接種を受けなければならない。 

第17条 校長は，必要に応じて学生に治療を命ずることがある。 

 

   第６章 学生会等 

第18条 本校に学生会員をもって構成する学生会を置く。 

第19条 学生会について必要な事項は，別に定める。 

第20条 学生が本校学生をもって会員とする体育活動又は文化活動その他すべての団体を結

成しようとするときは，指導教員を定め様式第11号による学生団体結成願に団体の規約並

びに指導教員及び会員の名簿を添え，これを責任代表者から学生主事を経て校長に提出

し，その許可を受けなければならない。 

第21条 前条の団体の行為が本校の目的に反すると認められるときは，校長がその解散を命

ずることがある。 

第22条 学生が団体として校外団体に参加しようとするときは，様式第12号による校外団体

参加願に当該校外団体の目的，規約及び役員に関する事項並びに参加の目的を記載した

文書を添え，これを責任代表者から学生主事を経て校長に提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。 

第23条 前条の校外団体の行為が，本校の目的に反すると認められるときは，校長は許可を

取り消すことがある。 

 

   第７章 集会 

第24条 学生が校内において，又は本校名を使用して校外において集会，催し物その他の行

事を行おうとする場合は目的，期日，施設，設備の名称，参加者数等を記載した様式第

13号による集会（催し物・その他の行事）許可願を１週間以前に責任代表者から学生主事

を経て校長に提出し，その許可を受けなければならない。この場合，その実施に関して

は，学生主事の指示に従うものとする。 
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第25条 前条の場合，本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは，その中止を

命ずることがある。 

 

   第８章 印刷物の配布及び販売，寄付募集等 

第26条 学生が校内又は本校名を使用して校外において，雑誌，新聞，パンフレット等の印

刷物を配布又は販売しようとするときは，あらかじめ様式第14号による印刷物配布（販

売）許可願に当該印刷物２部を添え，これを学生主事を経て校長に提出し，その許可を受

けなければならない。 

第27条 学生が校内又は本校名を使用して校外において寄付を募集しようとするときは，目

的，期日，募集先，その予定募集金額等を記載した様式第15号による寄付募集許可願

２部を作成し，これを学生主事を経て校長に提出し，その許可を受けなければならな

い。この場合，その実施に関しては，学生主事の指示に従うものとする。 

 

   第９章 掲示 

第28条 学生が校内又は本校名を使用して校外において，ビラ，ポスター類を掲示しようと

するときは，様式第16号による掲示許可願に当該掲示物及びその写を添え，これを学生主

事を経て校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校内に掲示するときは，本校の定める掲示場に掲示しなければならない。 

 

   第10章 施設，設備の使用 

第29条 学生及び団体が，本校の施設，設備を使用しようとする場合には，その目的，期

日，施設，設備の名称等を記載した様式第17号による施設設備使用許可願を学生主事を経

て校長に提出して，その許可を受けなければならない。ただし，日常その使用を認めら

れた施設，設備についてはこの限りでない。 

 

   第11章 雑則 

第30条 この準則施行に際して必要あるときは，さらに施行細則を定める。 

 

   附 則 

 この準則は，昭和４２年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この準則は，昭和４４年１０月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この準則は，昭和５０年２月１７日から施行する。 
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 附 則 

 この準則は，平成１１年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この準則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この準則は，平成２３年４月１日から施行する。 

  

附 則 

  この準則は，平成２５年２月２５日から施行する。 

 

 附 則 

  この準則は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この準則は，令和３年５月１２日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この準則は，令和５年１１月１日から施行する。 
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秋田工業高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規則 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，秋田工業高等専門学校における試験，学業成績の評価，進級及び卒業の認

定等について定めることを目的とする。 

 
第２章 試験 

（試験） 

第２条 到達度試験を前期中間，前期末，後期中間，後期末に実施し，それぞれの試験の名称を

前期中間試験，前期末試験，後期中間試験，後期末試験とする。 

２ 前項のほか必要があると認めたときは，再試験，追試験を行うことがある。 

３  追加認定試験は，原則として第２学年から第４学年までに進級した者の不可の科目について

実施する。 

４  必要に応じ，第４学年においては再追加認定試験を，第５学年において最終卒業認定試験を

実施することがある。 

第３条 平素の成績で評価し得る科目については，試験の全部又は一部を行わないことがある。 

（追試験） 

第４条 病気その他やむを得ないと認められる理由によって，到達度試験を受験できなかった者に

ついては追試験を行うことがある。 

２ 追試験を受けようとする者は，速やかに受験願（病気の場合は医療機関発行の診断書や領収書

の写し等，その他の理由による場合はその事実を証明する書類を添付）を当該科目担当教員及

び学級担任教員を経て校長に提出しなければならない。 

３ 前項の願い出があった場合は，教務主事が当該関係教員と協議の上，実施の可否を決定する。 

（再試験） 

第４条の２ 成績の評価で第１学年から第３学年は50点，第４学年及び第５学年は60点の合格点に

達していない場合，再試験を行うことがある。ただし，その対象者については，欠課時数， 遅

刻回数の総数が授業時数の４分の１を超えていないこと，さらに出席しなかった授業に関して，

その授業の内容を学習した証拠となる資料，または科目担当教員から指示された課題を提出し

た者を対象とする。 

２  再試験を受けようとする者は，速やかに受験願を当該科目担当教員及び学級担任教員を経て

校長に提出しなければならない。 

３  前項の願い出があった場合は，教務主事が当該関係教員と協議の上，実施の可否を決定す

る。 

 
第３章 学業成績の評価 

（追加認定試験，再追加認定試験，最終卒業認定試験） 

第５条  追加認定試験，再追加認定試験，最終卒業認定試験を受けようとする者は，受験願を学

級担任教員を経て校長に提出しなければならない。 

２  追加認定試験，再追加認定試験，最終卒業認定試験の実施及び方法については，教務主事の

指示による。
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３ 科目の合格認定は，当該学年にさかのぼって行う。 

（成績の評価） 

第６条 学期の成績は，その学期において実施した試験の成績及び平素の成績等を総合して100 

点法により評価する。 

２ 追試験の成績は，前項の規定により評価する。 

３ 再試験，追加認定試験，再追加認定試験，最終卒業認定試験成績の評価は，第１学年から第３

学年の科目は最高を50点とし，49点以下を不合格とする。第４学年及び第５学年の科目は最高

を60点とし，59点以下を不合格とする。 

（異議申し立て） 

第６条の２ 当該期の成績評価及び出欠について，異議申し立ての理由を記載した「成績評価・

出欠等についての異議申立書」により，異議を申し立てることができる。 

２ 異議申立期間は，年度ごとに校長の承認を経て，決定する。 

３  第１項の申し立てがあった場合は，教務主事が当該関係教員と協議の上，学生への回答を行

うものとする。 

（学年成績の評価及び評定） 

第７条 各科目の学年成績は，当該授業科目の実授業時数の４分の３以上の出席がある科目に

ついて，試験の成績及び平素の成績を総合して100点法により評価し，次の区分により優， 

良，可，不可の評語で評定し，優，良，可を合格とする。出席が当該科目の４分の３に満た

ない場合は，第１学年から第３学年は49点以下，第４学年及び第５学年は59点以下の点数

で評価して，不可と評定する。ただし，運営会議が認める理由（長期病欠その他）で，３分

の２以上の出席がある場合については，４分の３以上の出席がある場合と同様に評価し，  

優，良，可又は不可で評定する。 

２ 学年成績を指導要録に記載する場合及び校外に通知する場合は評語によるものとする。 
 

学年 

評語 
第１学年から第３学年 第４学年及び第５学年 

優 100点～80点 100点～80点 

良 79点～60点 79点～65点 

可 59点～50点 64点～60点 

不 可 49点～ 0点 59点～ 0点 

 

（故意に試験に欠席した場合等の成績） 

第８条 故意に試験に欠席したと認められた者又は懲戒処分のため試験を受けることができな

かった者の当該試験の成績は０点とする。平素の成績等や他の試験の成績の評価には影響し

ない。 

（不正行為をした場合の対応） 

第９条  試験において不正行為を行った者に対するその年度での対応は以下とする。 

(1)  前期中間試験またはその追試験において不正行為を行った場合は，その時間以降の受験を

停止させ，全科目の前期中間試験とその追試験の成績を０点とする。平素の成績等がある科

目の場合は，平素の成績等を前期中間の成績とする。不正行為を行った科目の再試験は実施

しない。この対応は，前期末試験，後期中間試験，後期末試験および各試験の追試験におい

て不正行為を行った場合も同様とする。 

(2)  前期の再試験において不正行為を行った場合は，その時間以降の受験を停止させ，全科目

の前期の再試験の成績を０点とする。この対応は，後期の再試験において不正行為を行った

場合も同様とする。 

(3)  追加認定試験において不正行為を行った場合は，その時間以降の受験を停止させ，全科目

の追加認定試験の成績を０点とする。課題の成績等がある科目の場合は，この成績をその科

目の成績とする。この対応は，再追加認定試験，最終卒業認定試験における不正行為の場合
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も同様とする。 

第４章 進級及び卒業の認定 

（進級及び卒業の認定） 

第10条  進級及び卒業は教務委員会に付し，学業成績及び特別教育活動の履修状況等を統合し

て，運営会議で認定する。この認定にあたっては，原則として次の号の基準に該当していなけれ

ばならない。 

(1) 欠席日数が年間実授業日数の４分の１以下であること。又各科目の欠課時数が年間実授業

時数の４分の１以下であること。ただし，校長が認める理由（長期病欠，その他）のある

場合は，３分の１以下とする。 

(2) 本校の規定する単位数を満たしていること。 

(3) 卒業の認定にあっては，各学科指定の科目が不可でないこと。 

第11条 前条各号に掲げる基準を満たさない者で，特別の理由があると認めた者については，運営

会議で進級及び卒業を認めることがある。 

（編入学） 

第12条 校長は，第４学年に編入した者については，当該編入学科の第１学年から第３学年まで

の履修単位を修得したものとみなす。 

２ 第３学年に編入した外国人留学生については，前項に準ずる。 

 
第５章 雑則 

（雑則） 

第13条   この規則の実施について必要な事項は，別に定める。  

 

附 則（中略） 

附 則 

この規則は，平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

２ 平成15，16年度に履修した科目に関する追加認定試験の成績の評価は，第６条の規則にかか

わらず全学年共最高を60点とし，59点以下を不合格とする。 

附 則 

この規則は，平成18年３月３日から施行し，第２条第４項，第12条第１項及び第12条第２項は

平成17年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成28年６月１日から施行し，平成28年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和３年６月２日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 
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附 則 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，令和７年12月24日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
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成績評価及び進級，卒業の認定に関する内規 

 

（成績の評価） 

第１条 平常点の幅は，各科目担当教員において適宜考慮のこととする。 

第２条 レポートその他日常の学習状況により評価する場合は，この内規及び学業成績の評価の規

則に準じる。 

第３条 学生成績の評価が，１つの授業科目について第１学年から第３学年までは５０点以上の場合，

第４学年及び第５学年までは６０点以上の場合にそれぞれ修得単位として認められる。 

第４条 前期又は後期のみにおいて修了する科目は，その学期の成績を学年成績とする。 

第５条 各科目担当教員は必要と認めたとき，再試験を行うことができる。 

第６条 第３学年までの科目についての追加認定試験は，教務主事が指定する時期までに実施し，

その試験の結果は教務主事が教員会議に報告する。 

２  第４学年においては，第１項に定める追加認定試験の他，再追加認定試験を学年末に行うこと

ができる。 

３  再追加認定試験は，第８条第２項に定める第５学年への進級のために修得が必要となる科目に

ついて，以下の条件を満たした場合に実施が検討される。 

（１）未修得単位数が５単位以下であること。 

（２）第８条第１項第１号に定める実技を伴う必修科目について第４学年の科目を全て修得してい

ること。 

また，この条件を満たした場合，第５学年への進級のために修得を必要としない選択科目につい

ても再追加認定試験を行うことができる。 

４  第５学年において，卒業に必要な必修科目の単位数が不足し，校長が認める場合には，同学年

の科目について最終卒業認定試験を行うことがある。また，卒業に必要な選択科目の単位数が不

足し，校長が認める場合には，第４学年及び第５学年で既に履修している科目について最終卒業

認定試験を行うことがある。 

第７条 原学年にとどめられた者は当該学年における未修得単位を履修しなければならない。 

２ 第４学年及び第５学年において原学年にとどめられた者は，授業時間割の空白を利用して他系の

同学年若しくは以下の学年の授業科目を受講することができる。この場合，その科目の単位取得

は認めるが，当該学生が所属する系の進級並びに卒業要件の修得単位としては認めないものとす

る。 

なお，自系の上級学年の修得単位（ただし，第８条第１項第１号に定める実技を伴う必修科目を

除く。）は，認めることができる。 

（進級，卒業の認定） 

第８条 第４学年までの進級の認定に当たっては，原則として次の基準に該当していなければなら

ず，第５学年への進級は必修科目をすべて修得していなければならない。 

（１）実験実習並びに設計製図等の実技を伴う必修科目については，当該学年で単位を修得す

ること。なお，実技を伴う必修科目は，次のとおりである。 
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実技を伴う必修科目 

 創造システム工学科 

第１学年 基礎工作実習 

 機械系 電気・電子・情報系 物質・生物系 土木・建築系 

第２学年 機械製図Ⅰ 

機械工作実習Ⅰ 

基礎工学実験 総合化学実験 

分析化学実験 

測量実習Ⅰ 

第３学年 機械製図Ⅱ 

創造設計製作 

機械工作実習Ⅱ 

電気情報基礎実験 有機化学実験 

生物工学実験 

測量実習Ⅱ 

土木・建築系実験実習Ⅰ 

第４学年 基礎研究 

工学実験Ⅰ 

基礎研究 

電気情報工学実験Ⅰ 

基礎研究 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ化学実験 

ﾌﾟﾛｾｽﾃﾞｻﾞｲﾝ実験 

基礎研究 

土木・建築系実験実習Ⅱ 

第５学年 工学実験Ⅱ 

卒業研究 

電気情報工学実験Ⅱ 

卒業研究 

卒業研究 卒業研究 

 
（２）当該学年も含めた必修科目のうち，未修得の累積単位数が次の表に定める単位数以下で

あること。 

 

 

 

 

 

 

２  第５学年への進級については以下の条件を満たす必要がある。 

（１） 第４学年以下の必修科目を全て修得すること。 

（２） 第４学年以下で修得する必要がある選択科目単位数を取得すること。 

第９条 卒業の認定に当たっては，修得単位数は１６７単位以上とする。ただし，必修科目は， 

すべて修得しなければならない。 

第１０条 年度の途中で退学を希望する者には，前学年の修了を認定する。 

第１１条 退学の時期が学年末であって進級の要件を満たした者には，その学年の修了を認定する。 

第１２条 第１０条及び第１１条において，修了を認定する場合には，一般科目（必修）をすべて合格

していることを条件とする。 

（他校志願者の取り扱い） 

第１３条 他の学校に入学を志願する者で当該学年修了見込みの者は，その学年の修了見込証書及び

受験許可書を交付する。 

第１４条 他校に入学を志願し，退学した者の再入学は認めない。 
 

附 則 

１ この内規は，昭和５２年４月１日から実施する。 

２ 昭和５２年４月１日現に３学年以上に在学する者については，第４条，第９条第２号，第

１０条は適用しない。 

３ 成績の評価に関する申し合わせ（昭和４８年４月１日裁定）は，廃止する。 
 

学       年 第１学年 第２学年 第３学年 

累 積 単 位 数 ８ ８ ６ 
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附 則 

この内規は，昭和５８年１０月１日から実施する。 
 

附 則 

１ この内規は，平成元年４月１日から施行する。 

２ この内規の施行日前に在学してる者については，なお従前の例による。 
 

附 則 

この内規は，平成４年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この内規は，平成１８年３月３日から施行し，第７条第１項から同条第４項まで，及び第９条は

平成１７年４月１日から適用する。 

 
附 則 

この内規は，平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この内規は，平成２８年６月１日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 
 

附 則 

この内規は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，令和６年２月７日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 
 

附 則 

この内規は，令和７年12月24日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
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秋田工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に対する単位認定に関する規則 

 

（目的） 

第１条  この規則は，秋田工業高等専門学校学則第１３条の２及び第１３条の３の規定に基づき，

他の高等専門学校における授業科目の履修及び高等専門学校以外の教育施設等における学修（以

下「他の教育施設等における学修」という。）に対する単位の認定に関し，必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において，「他の教育施設等における学修」とは，本校在学中における次の各号に

掲げる学修をいう。 

（１）他の高等専門学校における学修 

（２）他の高等専門学校の専攻科における学修 

（３）大学又は短期大学の専攻科における学修 

（４）専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修 

（５）その他，高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めた学修で，別表に定めるもの 

 

（学修手続） 

第３条 前条第１号から第４号に規定する他の教育施設等における学修を行おうとするときは，本

科学生にあっては教務主事を経て，専攻科学生にあっては専攻科長を経て，校長に願い出て許可

を得なければならない。 

２ 校長は，教育上有益と認めるときは，前項による願い出を許可することができる。 

 

（単位認定申請） 

第４条  学生は，許可を受けて修得した単位の認定を受けようとする場合には，速やかに単位を修得

したことを証明する書類を添えて校長に申請するものとする。 

２ 学生は，第２条第１項第５号に規定する学修の単位の認定を受けようとする場合には，別紙様式

により校長に申請するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，国立高等門学校間単位互換の推進に関する要項（令和４年１月２８日理

事長裁定）により修得した単位の認定については，当該要項に定める科目開設高専からの単位取得

に関する成績通知に基づき単位認定するものとする。 

 

（単位の認定） 

第５条  前条により申請された単位の認定については，教務委員会に付し，運営会議で認定する。 
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２  前項により本校の教育課程の相当科目として適当と認められるものは，本科学生にあっては卒業

要件科目，専攻科学生にあっては修了要件科目とする。 

３  前項により認定された科目以外の科目については，本科学生にあっては卒業要件外の科目，専攻

科学生にあっては修了要件外の科目として記録する。 

（認定単位の振替） 

第６条  前条により認定された単位は，本校の他の授業科目の単位に振替えることができる。 

２  認定単位の振替に関する事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１８年７月３日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は，平成２４年１月２６日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は，令和７年２月５日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は，令和８年４月１日から適用する。 

 

別表 

名 称 科目名（単位数） 認定点数 

TOEIC500点～595点 

または 

実用英語技能検定２級 

「総合英語Ⅱ(2)」 

「上級英語(1)」 
80点 

TOEIC600点～695点 
「総合英語Ⅱ(2)」 

「上級英語(1)」 
90点 

TOEIC700点以上 

または 

実用英語技能検定１級，準１級 

「総合英語Ⅱ(2)」 

「上級英語(1)」 
100点 

（備考）選択科目については、受講申請が必要となる。 
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秋田工業高等専門学校海外研修等による修得単位の認定に関する規則 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は，秋田工業高等専門学校における海外研修等による単位修得の認定に関する

事項について定める。 

 
（海外研修等の種類及び単位の認定） 

第２条 この規則の対象となる海外研修等の種類および認定する単位数は，次の表に掲げるとおり

とする。 

 

種 類 区 分 認定単位数 

海外語学研修Ａ 30 時間以上 １ 

海外語学研修Ｂ 30 時間以上 １ 

海外研修 

（英語圏以外含む） 
30 時間以上 １ 

 

２ 海外語学研修ＡはTOEIC500点程度レベルの内容，海外語学研修ＢはTOEIC350点程度レベルの内

容とする。 

 
（申請） 

第４条 単位修得の認定を希望する学生は，別紙様式により，校長に申請するものとする。 

なお、申請時期は認定を希望する科目の開設学年かつ開設期とする。 

 
（審査） 

第５条 校長は，前条によって申請された書類に基づき審査のうえ，単位の認定を行うこと

ができる。 

 

（認定単位の取り扱い） 

第６条 認定された修得単位の科目名，認定点数は，次の表に掲げるとおりとする。 

名 称 科 目 名 認定点数 

海外語学研修Ａ 

「英語Ⅳ」 

「英語Ⅴ」 

「上級英語」 

いずれか１科目 

80 点 

海外語学研修Ｂ 

「英語LL演習」 

「英語会話」 

「上級英語」 

いずれか１科目 

70 点 

海外研修（英語圏以外含む） 

 
「国外事情」 

 
80 点 

 
（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項については別に定める。 
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附 則 

１ この規則は，平成７年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度以前入学者については，第６条表中の科目名「国外事情」は「社会と文化」

に読み替える。 
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平成２４年１月１０日

校 長 裁 定

秋田工業高等専門学校「秋田県における大学，短期大学及び高等専門学校間の

単位互換に関する協定書」及び「秋田県における大学，短期大学及び高等専門

学校間の単位互換実施に関する覚書」に基づく単位認定等に関する申合せ

（趣旨）

１ 秋田工業高等専門学校の本科の学生に係る「秋田県における大学，短期大学及び高等専門

学校間の単位互換に関する協定書」及び「秋田県における大学，短期大学及び高等専門学校

間の単位互換実施に関する覚書」（以下「協定書等」という。）に基づく単位認定等について

は，当該協定書等が定めるもののほか，この申合せによるものとする。

（対象学生）

２ 当該協定書等により単位互換できる学生は，本科４・５年次生とする。

（認定できる単位数）

３ 学生一人あたりの卒業要件に含まれる認定単位数の上限は，次のとおりとする。

①専門選択科目３単位

②一般選択科目２単位

（履修科目の範囲）

４ 学生が履修できる受入大学等の授業科目は，協定書等で定める様式「単位互換履修対象授

業科目一覧」により定めるとおりとし，卒業要件科目とする授業科目については，各系等で

認定し，教務委員会の議を経て決定する。

（単位の認定）

５ 受入大学等による履修科目の単位授与に係る合否並びに成績評価の結果の通知に基づき，

教務委員会に付し，運営会議で認定する。

（成績の評価）

６ 受入大学等からの成績評価が１００点法若しくは１００点法に換算できる場合，当該点数

に基づき本校の評語（優・良・可・不可）で評定する。

それ以外の場合，教務委員会に付し，運営会議で評定する。

（業務の所管）

７ この申合せに基づく単位認定等に関する事務は，学生課が行う。

附 則

この申合せは，平成２４年１月１０日から実施する。

附 則

この申合せは，平成２９年４月１日から実施する。
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授業料未納による除籍者の取扱いに関する申合せ 

 

 

令和２年３月６日 

運営会議了承 

 

秋田工業高等専門学校学則第３９条第３号の授業料未納による除籍者の単位認定等については、  

次のとおり申し合わせる。 
 

 

１   授業料について、当該年度末までに納付が完了しない者は、当該年の３月３１日付けで除籍する。 

 

 

２   第１項により除籍となった者の学年の課程修了は認定しない。 ただし、授業料の納付が完了した 

学年・学期において、第１学年から第３学年は５０点以上、第４学年及び第５学年並びに専攻科生は 

６０点以上の評価を得た科目の単位取得を認めることができる。 

 

 

３   除籍により学年の課程修了が認定されなかった者については、除籍した日の翌日から起算して 

３年以内に当該授業料相当額の納付を完了することで、学年の課程修了を認定することができる。 

なお、課程修了を認定する学年は、学年の課程修了要件（成績、出席日数等）を満たす学年とする。 

また、５年次で除籍となった者で、他の卒業要件 （成績、出席日数等）を満たす者については、 

除籍した日まで遡って除籍を取り消し、除籍した日をもって卒業を認定することができる。 

 

 

４   第３項により、学年の課程修了が認められた者 （卒業が認定された者を除く） については、除籍 

した日まで遡って除籍を取り消し、除籍した日をもって学則第２５条により退学したものとして取り扱う。 
 

 

５  校長は、第１項により除籍となった者で、除籍した日の翌日から起算して３年以内に当該授業料相当
額の納付を完了し、かつ同一の学科及び系又は専攻に再入学を希望する者があるときは、欠員のある 
場合に限り、選考を経て、相当学年に入学を許可することがある。 
 なお、選考方法については、入学者選抜委員会で決定する。 
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制服及び徽章の制式  

  

  秋田工業高等専門学校学生準則（昭和 42 年規則第 1 号）第 15 条第 2 項に基づく制服及び徽

章は，下記のとおりとする。  

  

１ 制服  

(1)男子服（冬服）  

上着は，黒サージ詰襟学生服とする。 

ズボンは，黒サージ長ズボンとする。  

襟の右側に学生章（バッジ）をつけて，その他一切をつけないこと。  

(2)男子服（夏服）  

       白色，開襟，半袖シャツまたは白ワイシャツとする。  

       ズボンは，冬服と同じとする。  

       夏季期間中は上着を着用しないことができる。  

(3)女子服（冬服）  

         上着は，ダークグレーのブレザーとし，左胸に学生章（バッジ）をつけること。  

      スカートは，グレーのプリーツスカートとする。  

      ワイシャツ，ブラウスは，白とし，角襟，丸襟のどちらでもよい。  

      ネクタイまたはリボンを，原則として着用すること。  

      ベストは，白とする。ただし，着用しないことができる。  

     （別図 1及び別図 2を参照）  

     上記のほか，学校の指示ある場合を除き，冬季期間中はセーター，スラックス（無地で華 

美にわたらないもの）を着用することができる。（別図 3 を参照） 

(4)女子服（夏服）  

      夏季期間中は，夏服，またはスーツを着用することができる。  

     上着は，白（襟はダークグレー）のセーラー服とし，左胸に学生章（バッジ）をつけるこ 

と。  
      スカートは，冬服に同じとする。  

       リボンは，原則として着用すること。  

     （別図 4 及び別図 5 を参照）  

  

２ 校章  

     高専 2 字の文字にアルファベットのＡを小さく両脇に配し，図案化したものとする。  

(1)学生章  
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     台金は，真鍮製で紋様は校章と同じとする。  

  

３ 履物  

(1)実験，実習，体育実技の時は別に定める。  

  
 

     附 則  

   この制式は，平成 11 年 4 月 1 日から施行し，平成 11 年度入学生から適用する。  

 

     附 則  

   この制式は，平成 20 年 11 月 1 日から施行する。  

 

     附 則  

   この制式は，平成 29 年 1 月 6 日から施行する。ただし，平成 28 年度以前入学者について

は，  なお従前の例とする。  

 

  附 則 

この制式は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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